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竺f- 報 第2 9号

（規則｜ 人事院 9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
3 7. 4. 1 官 報号外

グ 9-34 初任給調整手当の一部を改正する規則

I 
3 7. • , ,, 

会計検査院第2号 計算証明規則の一部を改Eする規則
27. 4, 2官 報

｜ 人事院 9- 6 俸給の調整額の一部を改正する規則
3 7. 4. 11 // 

i // 9-2 俸給表の適用範囲の一部を改正する規則

I 37. 4. 1 s // 

I // 1 6- o 職員の災害補償の一部を改正する規則

グ 9- 6
37. 4. 18 // 

俸給の調整額の一部を改正する規則
3 7. 4. 23’ 

// 9-34 初任給調整手当の一部を改Eする規則
3 7. 4. 23 // 

官庁報告
人事院 昭和3 7年度国家公務員採用試験実施計画

3 7. 4.10官 報

学 内 規 程

富 山 大 学寄宿寮規 程

富山大学寄宿寮規程 を評議会の議を経て次のように制定
する。

昭和37年4月2 7日
富山大学長 横田 嘉右衛門

政 令 第1 条 寄宿寮は，学生が共同生活をとおして教養を高め，

省

第 142 号 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正す ｜ 自治精神に基づき 規律ある社会性の発達を助長し，ぁ
る政令 3 7. 4. 9 官 報｜ わせて修学を容易ならしめることを目的とする。

第144 号 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部 ｜ 第2条 本学に次の寄宿寮をおく。

令

を改正する政令 3 7. 4.10 // I 育冥寮 思明寮 紫苑寮 遠久予定寮 仰掛寮
第3 条 青冥寮， 思明寮， 紫苑寮は学生部長， 遠久架寮お

文部第1 7号 国立学校設置法施行規則の部改正する省 i ょび仰臓はそれぞれ薬学部長および工学部長がこれを
令 37. 4. 1 官 報号外 ｜ 管理する。

。第1 9 号 国立の学校における授業料その他費用に関 ｜ 2 学生部長は，各寮の連絡調整にあ たる。
する省令の一部を改正する省令 ｜ 第4条 入寮を希望する者は，入寮しようとする寮の管理

37. 4. 1 // ! 者に願い出て許可を受けなければならない。
グ 第2 1 号 大学設置基準の一部を改正する省令 i 2 前項の願い出があった場合， 管理者は修学上入寮を必

37. 4. 18 官 報 ｜ 要とする程度によって公正に選考し入寮を許可する。
大蔵第35号 日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正す ｜ 第5 条 退寮を希望する者は，管理者に退寮を願い出なけ

る省令 3 7. 4.20 // ればならない。
ク 第46号 国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正i 2 退寮した者は， 6 カ月以内に再入寮することはでき な

する省令 37. 4. 24 // し、。



第 29 号

第6 条 寮生の補導および寮運営の適正を図るためp 学生
音�. 薬学部および工学部に寮補導委員会をおく。

2 学生部寮補導委員会の規程は，,l_jljに定める。
3 薬学部および工学部の寮補導委員会の規程は当該学部
で定める。

第7 条 寮生で寮内の秩序をみだした場合，または寄宿料，
食費等の滞納，病気その他の理由により寮生活を営むこ
とが不適当であると認めた場合は， 退寮させることがあ
る。

第 8条 寮生は，外来者を寮内に宿泊させてはならない。
ただし やむを得ない理由により宿泊させようとすると
きは，管理者に願い出て許可を受けなければならない。

第9 条 寮生以外の者が寮の施設を利用する場合は，管理
者に願い出て許可を受けなければならない。

......,. 
-r-

一 寮生の生活補導に関すること。
一 寮生の保健衛生に関すること。
四 寮の災害防止に関する こと。
五 その他寮に関する必要な 事項。

（構 成〉
第 3条 本会は， 次の委員でこれを構成する。

一 学生部長
二 文理学部，教育学部および経済学部の教授，助教授

および専任講師のうちから選出されたもの各2 名ずつ
三 学生課長
四 厚生課長

2 前項第2号の委員に欠員を生じたときは，補欠委員を
選出するものとする。

（委員の委嘱）
第 10条 寮生は，学則に定める寄宿料のほか，寮生活を営 ｜ 第 4条 前条の委員は，学長が委嘱する。

むに必要な経費を負担しなければならない。 寮生が負担 ｜ 〈任 期）
すべき経費の細目は別に定める。

第11条 寄宿寮の生活は，寮生の 自治によって 自律的に規
制するものとする。

2 寮生が寮自治規則を定めようとするときは，管理者に
願い出て承認を受けなければならなL、。 これを変更しよ
うとするときもまた同じとする。

第 5条 第 3条第1項第2号の委員の任期は.2カ年とする。
ただし 第3 条第2 項に規定する補欠の委員の任期は，
前任者の任期の残余期間とする。

（議 事）
第6 条 本全は， 学生部長がこれを招集し議長となる。
2 学生部長が事故あるときは，その指名する委員がこれ

第12条 夏季休業， 冬季休業，春季休業の期聞において， ｜ に代わる。
特別の理由によって残留しようとする者は，残留屈を提 ｜ 第7 条 本会は， 構成員の半数以上が出席しなければ開会
出しなければならない。

第13 条 寮生の在寮期間は， 原則として入学後2カ年とす
る。

附 則
！ との規程は．昭和37年4月27日から実施し 昭和3 7年
4月1 日から適用する。 ただし 第 13条については昭和
37年度入学生から適用する。

2 この規程の実施により文理学部寄宿寮規程（昭和26 年
10月15日制定）は，廃止する。

富山大学学生部寮補導委員会規程

富山大学学生部寮補導委員会規程を評議会の議を経て次
のように制定する。

昭和37年4月27日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

（名 称）
第 1条 本委員会（以下「本会」という。〕は，学生部寮

補導委員会という。
（目 的）

第2条 本会は， 学生部長の管理する寄宿寮の寮生の補導
および寮運営の適正を図るため，次の各号にかかげる事
項を審議し， かつ，補導する。
ー 寮生の入退寮に関すること。

することができない。 議事は， 出席者の過半数をもって
決する。

2 可否同数であるときは議長がこれを決する。
第 8条 議事のてん末は，厚生係長がこれを記録する。
（寮生補導の分掌）

第9 条 第3 条第 1項第2号の委員は， 本会の定めるとこ
ろに従って，各寮を分掌して当該寮生の補導に当たる。

附 員lj

この規程は， 昭和37年4月27日から実施し 昭昭37年4月
1日から適用する。

富山大学レクリヱーシヨン委員会

規程の一部改正

富山大学レクリエーシヨン委員会規程の一部を評議会の
議を経て次のように改正する。

昭和37年4月27日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

第 3条 第 1項第 1号を次のように改める。
一 事務局長 各課長 各事務長 各課長補佐 事務長

補佐
附則の次に次の附則を加える。

附 則（昭和37年4月27日改正）
この規程（改正）は， 昭和37年4月27日から実施する。

- 2 ー



報 昭和37年4月

！ 「軍事り」を 甲車�！」tこ
｜ 改？
｜ 「l 工業化学計算 i 3」の上に「醗酵生竺l 4」
！を加える。i 附則の次に次の附員lj�;J;j];{_ ／.，。

附 �iJ （昭和37年4月27日改正）
｜ この規程（改正）は，昭和37年4月2 7日から実施し 昭和
l 37年4月17日から適用する。

富山大学工学部規程の一部改正

富山大学工学部規程のー・部を評議会の議を経て次のよう

に改正する。
昭和37年4月27日

富山大学長横田嘉右衛門
別表（1）工業化学科．専攻科目中

「l塑竺ぞ竺斗：」を「｜繊維工業化学I 2：」に，

人 事 異 動

現 官 職｜氏 名i
｜神野 醸一郎｜文部教官（経済学部教授）に採用する。

巌 ｜ 事務員四部） に採用するの

：森谷義一「一 4
＝五；j一工一丙言（工

｜ 吉 井 英 一 6 文部教官（薬学部講師） に採用する。 I ij i // 

｜ 桜 井 仁三郎 ｜ 文部教官（工学部講 師） に採用する。 。 ！ 
！野村敬一！文部教官（薬学部助手）に採用する。 。 l 

私理学 認 （ 坂口税－－ i新潟大学に出向させる。 I_ // l // 

fl 警 守 ｜ 小 松 寿義雄 ； 信州大学教授に昇任させる 。 i ij i文 部 省

i形川 恵 文部教官 （附属中学校教諭） に採用する。 I ij ｜富山大学助 教 授 ｜｜斉 藤 金 一 防衛庁に出向させる。 I // 4文 部 省（工 学 部） ｜
( � ） ｜ 酒 井 信 之 ｜ 新 潟大学教授に昇任 させる。 I ij i グ私 学 吉宮｜中沖 大七郎l昭和問3月31日限り停年により退職したo I ij : // 

l島 崎 長一郎｜文部教官（工学部助手〉に採用する。 I ij ！富山大学
！ 北 川 泰 郎 ｜ 文部教官 （工学部助手） に採用する。 : // t ij 

！高 田 利枝子1文部教官， （附闇小学校教諭）に採用する。 i // i ij 

｜ i富山ナ凸経営！ 下 川浩－ // ， （ 経営短期大学部助手） に採用 する 。 1 ij ！短期大学部
� J学 吉野 ｜ 川 瀬 義 之 ！ 教授 に昇任させる 。 ； 庁 ｜文 部 省

私営短期大学高 ！ 田 村 茂 夫 i 講師同任問。 -i // 崩フ建議
； 〕j飯 田 修三L // ｜ーグ i ij 

！ 成 瀬 久美子 事竺三学部）に採用する。 I ij i 富山大学
！宮 原 竜 郎 ｜ 教務員 （ 薬学部 ） に採用する。 i ij 

皇室盟主��三J主主��豆町竺竺？と一一 一一一一一ι�－ J盟主盟l富山大学経営

（文理。学部）！上 野 英 雄｜講師に昇任させる。 I グ i富山大学

事 務 補佐員｜中 田 鹿 羽 ｜ 事務員（文理学部）に採用するp ! ij ! ij 

異 動 内 ＂＂・廿 ｜発令年月日｜発令庁
137. 4. 1 1 文 部 省

中 川 // 富山大学
// // 
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長さんから叉， 一般教育の履修， 各学部及び経営短期大学

部の専門コースの履修等について明， 明後日 にわたり各学

部長， 短大主事の諸先生から種々御話がありますのでよく

聞いて頂く事にして私はここにこ， 三， 一般的な身近な事

柄についで、御話をいたしたし、と思いますc

先づ第ーに本学学生として自分の大学の沿革をよく知っ

ておいて頂く事で県外よりも大勢入学 しておられるので，

特に認識を深めてもらいたし、と思います。

本学は昭和24 年5月法律第 150号による国立学校設置法

に基いて所謂学制の改革により県内の5つの高等専門学校

即ち富山高等学校， 富山師範学校， 青年師範学校， 富山薬

学専門学校及び高岡工業専門学校を基盤として 文理学部，

教育学部， 薬学部， 及び工学部の四学部を以って発足いた

しました。次で昭和28年8月に文理学部内の社会学科が経

済学部として独立いたし爾来5学部をもっ大学として今日

に及んでおります。

本日 ここに入学式を行い 本学第14回生として新たに 677 I 大学の基盤となった旧高等専門学校について少しく申せ

名の諸君と経営短期大学部第4回生として69名の諸君およ ｜ ば富山高等学校は39年の歴史をもち富山師範学校は実に90

び経営短期大学部第2年編入の9名の諸君をお迎えふたしま ｜ 年の長い歴史に栄え青年師範学校は26年， 経済学部は高岡

した。烈しい競走試験の難関を突破して．しかも緩刺として ｜ 高等商業学校の流れをくみ38年の歳月を経ており， 富山薬

入学せられた諸君を心から歓迎いたしますとともに御子弟 ｜ 専は70年． 高岡工業専門学校は18年の経過をもっ， いづれ

の晴れの入学に対し父兄の皆岐にお悦びを申し上げます。 ｜ も古い伝統をもつものであります。

この入学式は申すまでもなく， 言わば師弟の固めの式で ｜ これらの旧高専県立より国立に移換されたもの或は直ち

あり今日 以後末永く切ってもきれないかたいきづなに結ば ｜ に国立として発足したものとがありますが， いずれも地元

れた記念すべき日 であり， めでたい内にも身も心も引き締 ｜ の熱心な要望と絶大な支援により誕生したものであり． そ

る患いがいたします ｜ の上大学転換に際しては県市につくられた大学設置期成会

諸君にはこの後本学学生としての心得等について学生部 ｜ から全国にもその例を見ない程の物心両面の援助を受けて

// 

品叫・ナ

幸良

式

37年度入学式は， 恒例のとおり 4月10日（火〉黒田講堂で

挙行された。定例10時閉式の宣言に次いで． 学長から次に

掲げる告辞が行なわれた。

これに対し新入学生代表経済学部山本光雄君の答辞が行

なわれた。父兄の臨場は年々増してきているが， 当日 は地

鉄， 各タクシーのストにも拘らず， 予め設けた席を遥かに

超えて， 職員席や学生の席に割り込むのみならず， 立つ人

も多かった。

辞

健

j情

告

原

........ 
f 

長

河

ぷ王、
q 総

入



報 昭和37年4月

おり， 更に分散していた学部のこの地元の集中計画h県市｜るしか も専門を異にした諸君が集ってこられる関係上その

の援助のもとに着々進行しております。新制大学として本！交友においてお互に多くの点で学びあえる事で人間完成に

学は既に5学部を有し， その中4学部が1ヵ所に集中する i 対し碑益するところ非常に大であります。大学時代にむす

ことができる事は修学の上に教授研究の上に非常に便利が i ばれた友情は最も固く将来につながるものである事は私共

得られる訳で， 以上数々の思恵を諸君によく理解してもら！の体験からもハツキリ申せます。
い， 縁あって本学に学ばれるに当り地元に対し断えず感謝s 良き先生のもとに良き友とともに骨の折れる大学履修期
の念をもたれる事を望みます。 i聞をつとめて楽しくおくられる事を入学の当初において切

第2に学修に対する心のかまえについて申しますが， 諸 ！ に望みますO
君は充分考慮の上． 自分の適性に応じそれぞれ専門のコー ｜ 以上所懐をのベて告辞といたします。

品川Mたつあで中諮問申んせ推てね4u
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スを選ばれたものと信じますが， いずれの道も本学の科目

はむづかしくこれに取り組んで興味をもっという段階に達
する事は容易でありません。自分だけがむつかしく思うの

の責任におい‘亡自分のものにされる事を望みます。先生方

は曽って長く学修生活の経験をつみ． 更に教育に当ってお
られる方々ばかりで学生生活の表裏を充分御存じでありま

す。時にはきびしく， 時には温かに諸君を指導されましょ

昭和37年度内地研究員の決定

助教授 淡 路 憲 治（商業政策， 社会政策）
研 究期 間， 昭.37. 9. 1～38. 2.28 ( 6カ月）

研 究場所， 東京大学経済学部

研 究題目 「独占段階における商業政策の役割」

研究指導者 教授 武 田 隆 夫
う。然しここで大事な事は先生方に積極的につき当ってゆ ｜ 教育学部

く気概であります。相撲にたとえると先生方は幕内の役力

l経営短期大学部
たくましい気力が最も大事と思いますのでこの事を提案い

たします。
第3に学校で定められたE規の時間外の時間の活用につ

いてでありますが1日の課業が終わればあとはスポ｛ツ，

娯楽， 読書， アルバイト等種々あると思いますが荷くも大

学生である以上諸君の自由時間の大半は常習的に勉学自修
に向けられるべきと思います。大学の講義はたとえば1時

聞に対し相当の準備時聞が配慮されておりますが， この準

士であり， 諸君のためにいつでも胸を肩をかし決つして

裏手を使う事なく正面から稽古台になられましよう。諸君
は新入りの弟子として濁身の力で打ち当っていかれる事が

大学生としての自主的学修態度と申せましょう。 大学の学

修は他より強いられるのではなく自分で刈り取らんとする

講 師 藤 谷 喜久子（家庭， 食品， 栄養学）
研 究 期 間 昭.37.5.7～38 3. 6 (10カ月〕

研究 場所 お茶の水女子大学家政学部

研究題目 「魚類の保蔵に関する研究」
研究指導者 教授 稲 垣 長 与

講 師 長 砂 実（工業政策）
研 究期間 昭.37. 9. 1～38.2.28(6カ月）

研究場所 京都大学経済学部

研究題目 「工業における内部構造の変化に関する

研究」

研究指導者 教授 豊 崎 稔

（参考） 内地研究員制度実施要項 （大臣裁定昭.37. 3) 
備時間は各自の自習に侠つものであります。

各自の自由な持ち時聞をよく整頓せられる事になり諸君 ！ 第1 （目的）この制度は， 国立学校の教員に対し， 勤務場

の健康にも影響が大きくいつも健康で学修に精進できる事

は大学生として最大のよろこびであると思います。諸君の

自由な時間の活用を望みます。
第4に大学の一般教育についてでありますが， 申すまで

もなく新制大学の最大の特徴はこの一般教育制度であり最
高の専門教育を受ける人々の円満な人格形成に役立たせる
もので， これは知識として覚えるだけでなく身につけるも

のであります。覚えたものは忘れる事がゐりましょうが身

につけたものは拭いさる事ができません。一般教育叉は一
般教養は実にかようなもので、所謂実践的につとめてわがも

のとされる事を望みます。
最后に綜合大学のよさでありますが， 全国から風習の異

所をはなれてその専攻する学問分野の研究に専念させ，

教授研究能力を向上させることを目的とする。

第2 （資格）内地研究員の資格は， 国立大学及び国立短期

大学の助教授，常勤講師および助手とする。ただし，講座

制を設ける学部または附置研究所に所属する者を除く。

第3 （員数）内地研究員の員数は， 毎年度， 国立大学にあ
つては1の学部または分校につき1人とし， 国立短期大

学にあっては1校につき1人とする。ただし， 特別の事

情がある場合にはこの員数を増加し， または減少するこ

とができる。
第4 （研究期間）内地研究員の研究期間は， 国立大学の教

員にあっては， 教官研究費の区分により， 実験系の教員
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は10か月 非実験系の教員は6か月とし 国立短期大学 ｜ 2派遣学校の長は内地研究員の研究内容により， 教

の教 員にあっては 6か 月 とする 。 ただ し 特別の事情が ｜ 官研究費の振り替えについ て 前項によ りが たいと認め

ある場合にはこの期間を延長し， または短縮することが！ るときは， あらかじめ受け入れ機関の長と協議して振

できるo ｜ り替えるべき額を別に決定することができる。
刊第5 （研究方法1内地研究員は． その所属する学校（以下 ｜ 第 1 1 （研究の開始）内地研究員は ， 研究開始の 日までに研

「派遣学校」としづ。）以外の1の国立大学（特別の宰； 究場所に到着するものとし 研究開始の日に別に定める
情がある場合は 国立大学以外の大学， 研究所， その他 i 研究開始 届を派遣学校の長お よび大学学 術局長あて提出

の研究機関とすることができるものとし， （以下「受け｜ しなければならない。
入れ機関Jという。〉において指導教授等の指導のもと ！ 第12（研究の中断）内地研究員は， 研究期間中 研究を中
に， 当該受け入れ機関の施設， 設備を利用研究に従事す｜ 断したときは， た だちに その理由を付a し て， 派遣学校の
るものとする。 ！ 長に報告しなければならなし、。報告を受けた派遣学校の

第6 （受け入れ機関との交渉）派遣学校の長は， 受け入れ ｜ 長は大学学術局長 あてその 旨報告する ものとする ν

機関の長に対し， あらかじめ別に定める内地研究員受入 ｜ 2 前項の場合には． 中断期間中， 第9に定める 日額旅
依頼書により内地研究 員の受け入れを 依頼 し その承諾 ｜ 費は支給しないものとする。

を得なければならない。 ｜第13（研究の中止）派遣学校の長は． 内地研究員の研究期

第7 （候補生の推薦 ）派遣学校の長は， 別に定める内 地研
究員調書2通および受け入れ機関の長の承諾書の写を添
えて． 所定数の候補ー者を大学学術局長に推薦するものと
する。

第8 （決定〉大学学術局長は， 派遣学校¢長の推薦した者
のうちから内地研究員を決定し， その旨派遣学校の長お
よび受け入れ機関の長に通知する。

第9 （旅費） 内地研究員に対しては， 次に婦げる旅費を支－

給するものとする。
(1）勤務場所からの旅行が行程8粁以上 16粁未満の場合

または引 き 続き 5時間以上 8 時間未満の場合は， 研究

期間中の日数（日曜， 休日および年末年始の特別休暇

を除く。〉に応じ1日につき55円の日額旅費
(2) 勤務場所からの旅行が 16粁以上の場合または引き続

き8時間以上の場合は， 研究期間中の 日数（日曜， 休
日および年末年始の特別休暇を除く。〕に応、じ1 日に
つき80円の 日額旅費

(3) 目的地到着後，研究期間中下宿等に宿泊を要する場
合は， 在勤地から目的地までの2等または下級の鉄道
賃（同等級の急行または準急行料金を含む。）． 船賃
および車賃ならびに研究期間中の 日数に応じ1 日につ
き400円の 日額旅費

第10（研究費）内地研究員の受け入れ機関が国立大学また
は国立短期大学である場合は， 内地研究員の研究費とし
て， 派遣学校の教官研究費から次に掲げる額を受け入れ

機関の教官研究費へ振り替えるものとする。

＼＼教官研究費の ｜ ｜ 町、～～ 日＼ 区分｜実 験 系 ｜ 非実験系
」豊一一璽一二－－－－J I 

助 教 授 ！ 月額 10,000円 i 月額 3.000

問中において， 研究の中止を必要と認めた場合には， あ
らかじめ大学学術局長に申し出なければならない。
2 大学学術局長は， 前項の申し出によ り研究の中止を

決定したときは， その旨派遣学校の長および受け入れ

機関の長に通知するものとする。

第14 （研究の終了）内地研究員は， 研究か終了したときは

ただちに別に定める研究終了届および研究成果報告書を

派遣学校の長および大学学術局長に提出しなければなら
ない。

（附 目lj)
1 この要項は， 昭昭37年4月！日から実施する。

2 当分の間， 国立高等学校の教員に対しては， 特別の
事情がある場合に限り本制度を適用することができる
ものとし この場合における内地研究員の研究費は別
に定める。

ム弓比ー イ立 取 得 者

取 得 者 経済学部教授 内 田 i儀 吉
取 得学位 経済学博士
取得年月日 昭和37年 1 月 14日 （論文通過 日〕

学位論文 H戦後 日本独占資本主義史論H
提出大学 九州大学

論文主査 教 授 吉 村 正 晴

大 学後援会の総会

ことしは，例年とこと変り，この総会が， 入学式と同日
の4月10日に一挙開催された。即ち，午前は入学式，午店
は総会という訳である。こうした試みは， 父兄が二つの行

講

助

師 ｜月額 6.000円 ！ 月額 2.000円I I 事同日出席できるという一石二鳥の狙いがあったろう。

手 i 月額 3.000円 ｜ 月額 1.000円 ｜ ｜ しかし， この 日地鉄やタクシ｛のス卜があって足を奪われ
I ' ・1 7こにも拘らず， 入学式に列席の父兄が多かったのに， 式後
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報
残って総会に出席した人は意外に少なく60人そこそこであ

った。

へき頭， 例により山森副会長の挨拶があったが， そのう i

ちで注目すベ会発言があった。 それは． 「文理学部は移転

を笑砲し 薬学部も明年移転する。 この二つを加えて集中

を完了した富山大学は， その外容において， 他の大学にひ

けをとらないものとなるであろう。 そうなればその内容も

これにふさわしい突を備えなければならない。 その第ーのi

昭昭37年 4 月

11日 人事教授会

13日 前期授業開始

14日 学部移転内視

24日 人事教授会

25日 学部教授会

25日 レントゲン間接撮影突如i

27日 ／／’ 

条件は， なにより教授陣の強化であるo それがためには， I i教 育学 部l
中夫から優秀な教官を招くことが喫緊事である。 その受けI

入れ条件は， 何んといってもよき宿舎を提供することであ

ろう。 しかし． これが建設の財源を国に求むることは期待

し得ない。

そ こで， 私としては， 将来後援会を拡充して財団法人と

し か』る宿舎の設営に一役買いたし、構想をもっている。」

というものであった。

これについで， 回中事務局長から特に集中建設を終えた

文理学部校舎に重点をおいた， 過去一年の大学の概況につ

いて報告があり， 次いで佐々木学生部長からも学生の動静

について報告があった。 このあと， 昭和36年度の事業報告

昭和36年度決算報告， 会則の一部改正 昭和37年度予算審

議など，次々と承認議決して，最後に役員改選を行なった。 ｜ 

この間名誉会長として最初の横田学長の挨拶があって閉会

Ltこ。

日 誌

4 月2臼 後援会役員会

5 日 生協食堂開店

6日 建築委員会

9 日 学部長懇談会

10日 入学式

後援会総会

12日 事務協議会

18日 アジア財団リントレイ. s.スローン氏来学

19日 同氏と各学部教官との懇談会

20日 認定講習委員会

生協設立総会

27日 評議会

学部長懇談会

｜文 理 学 部｜
4月5日 人事教授会

9 日 学部移転祝賀招待会

4月2日 人事教授会

3 日 職業補導委員会

11日 新入学生オリエンテージョン

教授会

13日 人事教授会

18日 教務委員会

30日 人事教授会， 職業補導委員会

i竺一済 学 部｜
4月10日 職業補導委員会

11日 新入学生オリエンテ｛ジョン， 健康診断

12日 前期授業開始， 教務委員会， 教授会（第1回〉

19日 学町涼甫導委員会

21日 全労議長滝田実氏講演会「現下の労働問題」

24日 職業補導委員会 ， 定期健診（内診 ， 計測〉

25 B 就職懇談会（学生 ． 父兄対象）
26日 教務委員会， 教授会（第2回）

28日 インターゼミ中部プロック会議

30日 定期健診（間接撮影）

｜薬 学点｜
4月1日 志甫教授， 薬学部長に就任

6日 日本薬学会大会（於神奈川大学． 8 日まで）

10日 入学式

11日 新入学生オリエンテーシヨン， 健康診断

12日 人事教授会， 前期授業開始

13日 教授会

18日 教授会

19日 ワンダーフオ｛ゲル部写真展（23日まで）

20日 教授会

21日 新入学生歓迎会（薬友会主催）

24日 3年次学生追再試験 （5月1日まで）

25日 人事教授会， 教授会
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昭和37年4月

一
一

一

4 月11日 新入学生のrリエンテージョン及び健緊診断

18日 庶務係長会議

19日 本省田中施設 部長他来 部施設視察

�営短期大学部；
4月2 日 昭 和37年度入学許可者選考委員会

3日 入学試験合格者発表

.10日 第4回入学式

11日 入学者歓迎会， 専任教官会議（第 1回）

12日 学生定期健康診断

13目 前学期授業開始

16日 学生レントゲン検査

26日 専任教官会議 （第2回）

30日 専任教官会議（第3回）

職 員 住 所

新 任 者

文理 学 部

教務員 朝野 武美

教育学 部

附中教諭 形川 恵
。 i高田利枝子

経 済 学 部

教 授初jl野埠一良II

薬 学 部

講 師 吉井 英一
助 手 野村 敬一

教務員 宮原 竜郎

工 学 部

講 師 根井仁三郎

助 手 島崎長一郎

グ 北川 泰郎

事務員 中川 巌
。 森谷 義－
// 成瀬久美子

技術員 長谷川 清
短期大学部

助 手 下川 浩一

変 更

事 務 局

事務官 永森 俊夫

....... 
ザ・ 報 第29号

i 文理学 部

博講 師 山口

助 手 日南田俊二

。 松井 巌

技 官 畠 惰三

教育学 部

技 官 結城 善之

事務員 永森 寿子

工 学 部

教 授 長元亀久男

発行 昭和 3 7年1 1月1臼

印 刷 昭和印刷株式会社
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